
国

都道府県（指定都市、中核市）

・社会福祉法人の認可、監督

等

・児童福祉施設（保育所除く）への
入所事務

・社会福祉施設の設置認可、監督、設置

・関係行政機関及び市町村への指導

社会保障審議会

地方社会福祉審議会

都道府県児童福祉審議会

（指定都市児童福祉審議会）

身体障害者更生相談所

・一時保護

知的障害者更生相談所 児童相談所 婦人相談所

・

・児童相談、調査、判定、指導等

・一時保護

・在宅福祉サービスの提供等

市福祉事務所

・母子家庭等の相談、調査、指導等

・助産施設、母子生活支援施設及び保育所
への入所事務等

児童福祉施設入所措置

都道府県福祉事務所

町村

・在宅福祉サービスの提供等

・障害福祉サービスの利用等に関する事務

町村福祉事務所

市

・障害福祉サービスの利用等に関する事務

・生活保護の実施等

・特別養護老人ホームへの入所事務等

・里親委託

・生活保護の実施等

・助産施設、母子生活支援施設への入所事務等

・母子家庭等の相談、調査、指導等

・老人福祉サービスに関する広域的調整等

・業務内容は市福祉事務所と同様

・

・社会福祉法人の認可、監督

福祉事務所数

３

４

４

４

・要保護女子及び暴力被害女
　性の相談、判定、調査、指
　導等

４

・身体障害者への相談、判定、指導等

・全国で８６か所（令和　年　月現在）４

・知的障害者への相談、判定、指導等

４

４

・全国で９９９か所（令和　年　月現在）４

（令和　年　月現在）

市部　　９９９

合計　１，２５０

（令和　年　月現在）

（令和　年　月現在）

・全国で７８か所（令和　年　月現在）３ ３

・全国で２０５か所（令和　年　月現在）

・全国で２２５か所（令和　年　月現在）３

郡部　　２０５

町村　　　４６

・全国で４６か所（令和　年　月現在）

民生委員・児童委員（２３０，６９０人）

３

身体障害者相談員（６，６９４人）

知的障害者相談員（３，１１０人）

３

４

４

・全国で４９か所（令和　年　月現在）４２

４

４

�‐１ 社会福祉の実施体制の概要

出典 厚生労働省『令和４年版 厚生労働白書』資料編p．１９４
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